
着工後のモニタリング体制について

【事業者】

環境影響評価審査会
中央新幹線部会（仮称） 

①モニタリング結
果の報告/異常事
象の速報・相談

地域の関係者（流域市町・利水者等）

②異常事象等に係
る調査等の要請/
対策その他必要な
措置の要請/対策
実施等に係る意見

②評価・検証結果
及びJR東海への意見
等について情報共有

③ JR東海からの報告/速報・相談を受けた事項について連絡
/JR東海への意見等に当たって随時相談（助言の要求）
/JR東海の対策実施状況等に鑑み、同社への助言・指導を要請

④助言・指導

④国・モニタリング
会議への連絡等の
内容について報告

④助言

モニタリング会議

※１　県環境影響評価条例及び自然環境保全条例の規定に基づき、JR東海は、着工後においても継続的にモニタリングを実施し、結果報告等を行う。
※２　JR東海においては、外部有識者への諮問体制を構築。

※３　環境影響評価審査会中央新幹線部会（仮称）には静岡市も委員として参画。生物多様性については、市環境影響評価審査会に設置する部会で議論した上で委員が出席し、　　
　　　 報告することとなる予定。

ＪＲ東海

※１、２

①異常事象・損害発生の連絡

諮問

答申

国土交通省
鉄道局

報告

助言

静岡工区着工後は、JR東海が行う対策状況等について、県が設置する新たな会議体「環境影響評価審査会中央新幹線
部会（仮称）」と「リニア中央新幹線静岡工区モニタリング会議」が連携してモニタリングする体制を構築。

報告・連絡

静岡県 

※３

相談

資料5-1


